
​業　務　仕　様　書​

​１　業務名​

​　　令和７年度札幌市の環境政策推進に関する市民アンケート調査業務​

​２　業務の概要​

​　　札幌市における気候変動対策等の環境政策推進に係る施策立案の検討や、既存施策の進捗・​

​　課題の把握を行うための基礎的な資料を得ることを目的として、次の業務を行う。​

​　　なお、調査対象者は、郵送またはWebフォームのどちらかの方法で回答する。​

​　(1) アンケート調査票の印刷​

​　(2) Webフォームの作成​

​　(3) アンケート調査票の封入封緘・発送用ラベルの貼付​

​　(4) アンケート調査票の発送・回収​

​　(5) アンケートの集計・分析​

​　(6) 報告書の作成​

​　(7) その他​

​　​

​３　業務実施における留意点等​

​　​​(1) アンケート調査票の印刷​

​　　　モノクロ両面印刷、ステープル２か所止め（中綴じ・平綴じのどちらも可）とし、用紙・​

​　　印刷等の費用は受託者が負担すること。なお、調査票データは委託者からPDF形式で提供す　​

​　　る。　​

​　(2) Webフォームの作成​

​　　　Web の回答フォームを開設し、インターネットでも回答を行えるようにする。Webフォーム​

​　　の周知については、WebフォームのURLや二次元コードを記載した案内文を送付することで行​

​　　う。​

​　　　ア　設問に応じて分岐させるなど、調査対象者が回答しやすいものとすること。また、ス​

​　　　　マートフォンからでも操作及び回答しやすく、かつ集計に支障がないものとすること。​

​　　　イ　Webフォーム上の調査票は、記述だけではなく図などの補足情報について、郵送による​

​　　　　調査票と情報量に差が出ないようにすること。​

​　　　ウ　郵送とWebフォームによる回答が重複しないよう、管理番号で管理を行うなど、工夫を​

​　　　　行うこと。​

​　　　エ　Web 回答フォームを作成する場合のシステムは、調査対象者が入力する情報などすべ​

​　　　　ての通信をＳＳＬ暗号化で保護するとともに、ファイヤーウォール、ＩＤＳを導入して​

​　　　　いるなど、ネットワークの保護がなされたものを使用すること。また、データベースシ​

​　　　　ステムは日次のバックアップを保持するなど、障害が起きた際に復旧できるようにデー​

​　　　　タ保護がなされたシステムを使用すること。​

​　　　オ　セキュリティ対策の責任者には、セキュリティ対策を十分に管理できる者を配置する​

​　　　　こと。​

​　　　カ　受託者の責に起因する情報セキュリティインシデントが発生するなど、万一の事故が​

​　　　　あった場合、直ちに報告する義務や損害に対する賠償等の責任を負うこと。​

​　　　キ　本業務の一部を合理的な理由及び必要性により再委託する場合には、セキュリティ対​

​　　　　策が確認できる資料を提出し、委託者の承認を受けること。また、受託者は、再委託先​

​　　　　の行為について一切の責任を負うものとする。​

​　(3) アンケート調査票の封入封緘・発送用ラベルの貼付​

​　　　アンケート調査票及び返信用封筒を発送用封筒に入れ、封緘したものを3,000セット作成　​

​　　し、発送用ラベルを貼付すること。返信用封筒は長形３号、発送用封筒は角形２号を想定　​

​　　し、紙質・印字は特段指定しないが、受託者で準備し、委託者に確認すること。​
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​　　　なお、発送用ラベルについては委託者から提供する。​

​　(4) アンケート調査票の発送・回収​

​　　　アンケート調査票の発送・回収に係る経費については受託者が負担すること（アンケート​

​　　調査票の返送先を受託者、返送は料金受取人払）。アンケート調査票は信書にあたるため、​

​　　発送にあたっては適切な方法により行うこと。​

​　　　なお、アンケート発送時期は令和８年１月上旬を想定し、アンケート回収期間は１か月程​

​　　度、また、回収率は過年度実績から40％程度（回答方法の内訳は、郵送70％、Web30％程度）​

​　　を想定する。回収率が想定と乖離した場合でも設計変更は行わない。​

​　　【アンケート概要】​

​　　　Ａ４、14ページ程度（両面印刷、表紙含む）、本設問：20問程度、属性設問：10問程度。​

​　　自由記載設問は作成しないが、設問中の「その他」の記述回答は可能とする。​

​　(5) アンケートの集計・分析​

​　　　アンケートの集計にはMicrosoft社Excel形式またはGoogle社Googleスプレッドシート形式​

​　　を使用することとし、単純集計のほか、属性とのクロス集計を行うこと。集計結果について​

​　　は、グラフを作成し、取りまとめるとともに、分析を行うこと。​

​　　　なお、クロス集計項目や分析の内容については、過去の調査結果との比較など事前に委託​

​　　者と十分に調整を行ったうえで、委託者の承諾を得ること。​

​　(6) 報告書の作成​

​　　　アンケートの集計結果や比較・分析結果を記載したわかりやすい報告書を作成すること。​

​　　　結果のまとめ方や報告書の構成・デザインについては、「札幌市気候変動対策行動計画」​

​　　進行管理報告書（2022年速報値・2020年確定値）のうちの令和５年度札幌市の環境政策推進​

​　　に関する調査報告書を参考にすること。​

​　　（参考：令和５年度札幌市の環境政策推進に関する調査報告書ＵＲＬ）​

​https://www.city.sapporo.jp/kankyo/ondanka/kikouhendou_plan2020/documents/04_r5_su​

​rvey.pdf​

​　　　なお、「札幌市気候変動対策行動計画」進行管理報告書（別途業務委託中）と整合する必​

​　　要があることから、構成・デザインについては、適宜委託者に確認すること。​

​　　　また、報告書はMicrosoft社PowerPointファイルまたはGoogle社Googleスライド形式で作成​

​　　し、図表・文字は極力大きくする等（文字の大きさの目安は、タイトル：32フォント、要点​

​　　：24フォント、その他：20フォント）、視覚的に読みやすいものにすること、なお、図表は​

​　　モノクロ印刷でも判別できるようにすること。​

​　(7) その他​

​　　ア　本業務の着手時やその他必要に応じて随時打ち合わせを行うこと。​

​　　イ　受託者は、委託者の指示がある場合、履行期間途中においても成果品の部分引き渡しを​

​　　　行うこと。​

​　　ウ　成果品提出の際、本市の業務担当者に対し、業務責任者から成果品についての十分な説​

​　　　明を行うこと。​

​４　履行期間​

​　　契約の日から令和８年３月27日（金）まで​

​５　一般事項等​

​　(1)　業務は、本業務仕様書に従い誠実に履行し、仕様書に明記されていない事項については、​

​　　本市と協議すること。​

​　(2)　本業務の履行にあたり生じる問題点については、委託者・受託者の双方が協議の上解決　​

​　　し、協議及び承諾は、原則として書面（電子メール等含む）により行うこと。​

​　(3)　業務の履行にあたっては、関係法規、規則等諸法令を遵守すること。また、定められた期​

​　　間内に業務を完了するよう、作業の円滑化と進捗管理につとめること。​
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​　(4)　受託者は、この契約による業務を処理するに当たって個人情報を取り扱う際には、別記　​

​　　「個人情報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。​

​　(5)　別紙１「個人情報取扱安全管理基準」を遵守し、また、個人情報保護のため、様式１「個​

​　　人情報取扱安全基準適合申出書」を提出し、その内容について、原則、契約締結前までに担​

​　　当課の評価を受けること。​

​　(6)　個人情報の秘匿性等その内容や量に応じて、受託者は委託者による実地検査を受けるこ　​

​　　と。​

​　(7)　回収した封筒及びアンケート調査票については、受託者が適正な方法で廃棄すること。な​

​　　お、回収した封筒に個人情報が記載されていた場合は、シュレッダーによる裁断など復元が​

​　　困難な状態に処理し、廃棄すること。​

​　(8)　業務に係る著作権、印刷物および提出された原稿・データに関する権利は委託者に帰属す​

​　　ることとし、委託者の許可なく第三者に貸与又は公表しないこと。​

​　(9) 業務責任者等​

​　　　ア　受託者は、本業務の処理について業務責任者を定めること。​

​　　　イ　業務責任者は、契約書、業務仕様書等に基づき、本業務に関する一切の事項に責任を​

​　　　　有すること。​

​　　　ウ　業務責任者は、本業務における技術的な管理を行う上で必要な能力と経験を有する者​

​　　　　とすること。​

​６　提出書類​

​　　受託者は、業務の着手及び完了にあたっては、次の書類を作成し、本市業務担当者に提出す​

​　ること。​

​名称​ ​規格・内容​ ​部数​ ​提出期限​

​業務日程表​ ​―​ ​１​ ​着手後速やかに​

​個人情報取扱状況報告書​

​（様式５）​
​1​ ​毎月1回​

​成果品​​※​

​業務終了後直ちに​​アンケート報告書​

​Ａ４判の報告書とし、提出前​

​に委託者に内容確認を行うこ​

​と。​

​１​

​アンケート集計・分析​

​データ​
​―​ ​１​

​業務完了届​ ​―​ ​１​ ​業務終了後直ちに​

​個人情報廃棄報告書​

​消去・廃棄した場合、その日​

​時、担当者名及び消去又は廃​

​棄の内容を記録した書面​

​1​ ​業務終了後直ちに​

​※成果品は、すべて電子データで提出すること。​

​７　納入・検査場所​

​　　札幌市 環境局 環境都市推進部 環境政策課​

​（札幌市北１条西２丁目札幌市役所本庁舎12階南側）​

​８　業務の履行における環境負荷の低減​

​　　本業務の履行においては委託者である札幌市が運用する環境マネジメントシステムに準じ、​

​　環境負荷低減に努めること。​

​　(1)  電気、水道、油、ガス等の使用にあたっては、極力節約に努めること。​

​　(2)　ごみ減量及びリサイクルに努めること。​
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​　(3)　両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。​

​　(4)　業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定品​

​　　　を使用すること。​

​９　業務担当者​

​　　札幌市 環境局 環境都市推進部 環境政策課　北御門、坂井​

​　　TEL: 211-2877　FAX: 218-5108​

​　　​
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​別記​

​個人情報の取扱いに関する特記事項​

​　（個人情報の保護に関する法令等の遵守）​

​第１条　受託者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以下「個人情​

​　報保護法」という。）、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する法律について​

​　の事務対応ガイド（行政機関等向け）」（以下「事務対応ガイド」という。）、「札幌市情報​

​　セキュリティポリシー」等に基づき、この個人情報の取扱いに関する特記事項（以下「特記事​

​　項」という。）を遵守しなければならない。​

​　（管理体制の整備）​

​第２条　受託者は、個人情報（個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同​

​　じ。）の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維持しなければなら​

​　ない。​

​　（管理責任者及び従業者）​

​第３条　受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面（当該書面に記​

​　載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）により委託者に報告しなければなら​

​　ない。​

​２　受託者は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の手続を定めなけ​

​　ればならない。​

​３　受託者は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得​

​　なければならない。​

​４　受託者は、従業者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。​

​５　保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなければならな​

​　い。​

​６　従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。​

​　（取扱区域の特定）​

​第４条　受託者は、個人情報を取り扱う場所（以下「取扱区域」という。）を定め、業務の着手​

​　前に書面により委託者に報告しなければならない。​

​２　受託者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得な​

​　ければならない。​

​３　受託者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持​

​　ち出してはならない。​

​　（教育の実施）​

​第５条　受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における​

​　従業者が遵守すべき事項その他本委託等業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、従業者全​

​　員に対して実施しなければならない。​

​２　受託者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立し​

​　なければならない。​

​　（守秘義務）​

​第６条　受託者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らし​

​　てはならない。​

​２　受託者は、その使用する者がこの契約による業務を処理するに当たって知り得た個人情報を​

​　他に漏らさないようにしなければならない。​
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​３　前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。​

​４　受託者は、本委託等業務に関わる保護管理者及び従業者に対して、秘密保持に関する誓約書​

​　を提出させなければならない。​

​　（再委託）​

​第７条　受託者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本委託等業務の一部を第三者へ委託　​

​　（以下「再委託」という。）してはならない。​

​２　受託者が再委託する場合には、あらかじめ委託者に申請し、委託者から書面により承諾を得​

​　なければならない。​

​３　受託者は、本委託等業務のうち、個人情報を取り扱う業務の再委託を申請する場合には、委​

​　託者に対して次の事項を明確に記載した書面を提出しなければならない。​

​　(1) 再委託先の名称​

​　(2) 再委託する理由​

​　(3) 再委託して処理する内容​

​　(4) 再委託先において取り扱う情報​

​　(5) 再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策​

​　(6) 再委託先に対する管理及び監督の方法​

​４　受託者は、前項の申請に係る書面を委託者に対して提出する場合には、再委託者が委託者指​

​　定様式（本契約締結前に受託者が必要事項を記載して委託者に提出した様式をいう。）に必要​

​　事項を記載した書類を添付するものとする。​

​５　委託者が第２項の規定による申請に承諾した場合には、受託者は、再委託先に対して本契約​

​　に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して再委託先の全ての行為及びその結​

​　果について責任を負うものとする。​

​６　委託者が第２項から第４項までの規定により、受託者に対して個人情報を取り扱う業務の再​

​　委託を承諾した場合には、受託者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び​

​　監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。​

​７　前項に規定する場合において、受託者は、再委託先の履行状況を管理・監督するとともに、​

​　委託者の求めに応じて、その管理・監督の状況を適宜報告しなければならない。​

​　（複写、複製の禁止）​

​第８条　受託者は、本委託等業務を処理するに当たって、委託者から提供された個人情報が記録​

​　された資料等を、委託者の許諾を得ることなく複写し、又は複製してはならない。​

​　（派遣労働者等の利用時の措置）​

​第９条　受託者は、本委託等業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせ​

​　る場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。​

​２　受託者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を​

​　負うものとする。​

​　（個人情報の管理）​

​第１０条　受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を保持している間は、事務対応ガ​

​　イドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、当該​

​　個人情報の管理を行わなければならない。​

​　(1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化し、取扱​

​　　規程等を策定すること。​

​　(2) 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい​

​　　等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。​

​　(3) 従業者の監督・教育を行うこと。​
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​　(4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の取扱​

​　　いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。​

​　(5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報漏え​

​　　い等の防止を行うこと。​

​　（提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止）​

​第１１条　受託者は、本委託等業務において利用する個人情報について、本委託等業務以外の目​

​　的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。​

​　（受渡し）​

​第１２条　受託者は、委託者と受託者との間の個人情報の受渡しを行う場合には、委託者が指定​

​　した手段、日時及び場所で行うものとする。この場合において、委託者は、受託者に対して個​

​　人情報の預り証の提出を求め、又は委託者が指定する方法による受渡し確認を行うものとす　​

​る。​

​　（個人情報の返還、消去又は廃棄）​

​第１３条　受託者は、本委託等業務の終了時に、本委託等業務において利用する個人情報につい​

​　て、委託者の指定した方法により、返還、消去又は廃棄しなければならない。​

​２　受託者は、本委託等業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去​

​　又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面に​

​　より委託者に申請し、その承諾を得なければならない。​

​３　受託者は、個人情報の消去又は廃棄に際し委託者から立会いを求められた場合は、これに応​

​　じなければならない。​

​４　受託者は、前３項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録された電​

​　磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じな​

​　ければならない。​

​５　受託者は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、委託者に対してその日時、担当者名​

​　及び消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければならない。​

​　（定期報告及び緊急時報告）​

​第１４条　受託者は、委託者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、​

​　直ちに報告しなければならない。​

​２　受託者は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければなら​

​　ない。​

​　（監査及び調査）​

​第１５条　委託者は、本委託等業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必​

​　要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受託者及び再委託者に対して、実​

​　地の監査又は調査を行うことができる。​

​２　委託者は、前項の目的を達するため、受託者に対して必要な情報を求め、又は本委託等業務​

​　の処理に関して必要な指示をすることができる。​

​　（事故時の対応）​

​第１６条　受託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故（個人情報保護法違反又は​

​　そのおそれのある事案を含む。）が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかか​

​　わらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、​

​　発生状況等を書面により報告し、委託者の指示に従わなければならない。​
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​２　受託者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連​

​　絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊​

​　急時対応計画を定めなければならない。​

​３　委託者は、本委託等業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて​

​　当該事故に関する情報を公表することができる。​

​　（契約解除）​

​第１７条　委託者は、受託者が特記事項に定める業務を履行しない場合は、特記事項に関連する​

​　委託等業務の全部又は一部を解除することができる。​

​２　受託者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対し​

​　て、その損害の賠償を請求することはできないものとする。​

​　（損害賠償）​

​第１８条　受託者の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行しないことによっ​

​　て委託者に対する損害を発生させた場合は、受託者は、委託者に対して、その損害を賠償しな​

​　ければならない。​
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​【別紙１】​

​個人情報取扱安全管理基準​

​１　個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定​

​　　個人情報の適正な取扱いの確保について基本方針を策定していること。​

​　　また、以下の内容を記載した個人情報の保護に関する規程及び個人情報の取扱手順​

​等が定められていること。​

​　(1) 組織的安全管理措置​

​　(2) 人的安全管理措置​

​　(3) 物理的安全管理措置​

​　(4) 技術的安全管理措置​

​　※　上記(1)～(4)の具体的内容については、個人情報保護委員会ホームページ​

​（​​https://www.ppc.go.jp​​）に掲載されている「個人情報の保護に関する法律につ​

​いての事務対応ガイド（行政機関等向け）」の「４－３－１」の「安全管理措置​

​（法第６６条）」を御確認ください。​

​２　個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置​

​　　個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者が定められており、基本​

​方針、規程及び個人情報の取扱手順等に明記されていること。​

​３　従業者の指定、教育及び監督​

​　(1) 個人情報の秘密保持に関する事項が就業規則等に明記されていること。​

​　(2) 個人情報を取り扱う従業者を指定すること。​

​　​​(3)​ ​個​​人​​情​​報​​の​​取​​扱​​い、​​情​​報​​シ​​ス​​テ​​ム​​の​​運​​用・​​管​​理・​​セ​​キュ​​リ​​ティ​​対​​策​​及​​び​​サ​​イ​​バー​

​セキュリティの研修計画を策定し、従業者に対し毎年１回以上研修等を実施してい​

​ること。また、個人情報を取り扱う従業者は、必ず１回以上研修等を受講している​

​者としていること。​

​　​​(4)​ ​総​​括​​保​​護​​管​​理​​者​​及​​び​​保​​護​​管​​理​​者​​は、​​従​​業​​者​​に​​対​​し​​て​​必​​要​​か​​つ​​適​​切​​な​​監​​督​​を​​行​​う​​こ​

​と。​

​４　管理区域の設定及び安全管理措置の実施​

​　​​(1)​ ​個​​人​​情​​報​​を​​取​​り​​扱​​う​​管​​理​​区​​域​​を​​明​​確​​に​​し、​​当​​該​​区​​域​​に​​壁​​又​​は​​間​​仕​​切​​り​​等​​を​​設​​置​​す​

​ること。​

​　　【管理区域の例】​

​　　・　サーバ等の重要な情報システムを管理する区域​

​　　・　個人情報を保管する区域​

​　　・　その他個人情報を取り扱う事務を実施する区域​

​　(2) (1)で設定した管理区域について入室する権限を有する従業者を定めること。​

​　　　また、入室に当たっては、用件の確認、入退室の記録、部外者についての識別化​

​及び部外者が入室する場合は、管理者の立会い等の措置を講ずること。さらに、入​

​退室の記録を保管していること。​
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​　​​(3)​ ​(1)​​で​​設​​定​​し​​た​​管​​理​​区​​域​​に​​つ​​い​​て​​入​​室​​に​​係​​る​​認​​証​​機​​能​​を​​設​​定​​し、​​パ​​ス​​ワー​​ド​​等​​の​

​管理に関する定めの整備及びパスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を​

​講ずること。​

​　​​(4)​ ​外​​部​​か​​ら​​の​​不​​正​​な​​侵​​入​​に​​備​​え、​​施​​錠​​装​​置、​​警​​報​​措​​置​​及​​び​​監​​視​​装​​置​​の​​設​​置​​等​​の​​措​​置​

​を講ずること。​

​　​​(5)​ ​管​​理​​区​​域​​で​​は、​​許​​可​​さ​​れ​​た​​電​​子​​媒​​体​​又​​は​​機​​器​​等​​以​​外​​の​​も​​の​​に​​つ​​い​​て​​使​​用​​の​​制​​限​​等​

​の必要な措置を講ずること。​

​５　セキュリティ強化のための管理策​

​　　情報資産の盗難、紛失、持出し、複写・複製、目的外の使用及び第三者への提供を​

​防止するため以下の対策を実施していること。​

​　​​(1)​ ​個​​人​​情​​報​​の​​取​​扱​​い​​に​​使​​用​​す​​る​​電​​子​​計​​算​​機​​等​​は、​​他​​の​​コ​​ン​​ピュー​​タ​​と​​接​​続​​し​​な​​い​​単​

​独による設置又は当該業務に必要な機器のみと接続していること。また、インター​

​ネット及び当該業務を実施する施設外に接続するイントラネット等の他のネット​

​ワークに接続していないこと。ただし、本市の許可を得た場合はこの限りでない。​

​　​​(2)​ ​個​​人​​情​​報​​の​​取​​扱​​い​​に​​お​​い​​て​​サー​​バ​​を​​使​​用​​し​​て​​い​​る​​場​​合​​は、​​当​​該​​業​​務​​を​​実​​施​​す​​る​​施​

​設内に設置していること。また、サーバへのアクセス権限を有する従業者を定める​

​こと。さらに、部外者のアクセスは必要最小限とし、管理者の立会い等の措置を講​

​ずること。ただし、本市の許可を得た場合はこの限りでない。​

​　​​(3)​ ​個​​人​​情​​報​​の​​取​​扱​​い​​に​​お​​い​​て​​使​​用​​す​​る​​電​​子​​計​​算​​機​​等​​は、​​ア​​ク​​セ​​ス​​権​​等​​を​​設​​定​​し、​​使​

​用できる従業者を限定すること。また、アクセスログやログイン実績等から従業者​

​の利用状況を記録し、保管していること。​

​　​​(4)​ ​記​​録​​機​​能​​を​​有​​す​​る​​機​​器​​の​​電​​子​​計​​算​​機​​等​​へ​​の​​接​​続​​制​​限​​に​​つ​​い​​て​​必​​要​​な​​措​​置​​を​​講​​ず​​る​

​こと。​

​　​​(5)​ ​本​​市​​が​​貸​​与​​す​​る​​文​​書、​​電​​子​​媒​​体​​及​​び​​業​​務​​に​​て​​作​​成​​し​​た​​電​​子​​デー​​タ​​を​​取​​り​​扱​​う​​従​​業​

​者を定めること。​

​　​​(6)​ ​業​​務​​に​​て​​作​​成​​し​​た​​電​​子​​デー​​タ​​を​​保​​存​​す​​る​​と​​き​​は、​​暗​​号​​化​​又​​は​​パ​​ス​​ワー​​ド​​に​​よ​​り​​秘​

​匿すること。また、保存した電子データにアクセスできる従業者を限定するととも​

​にアクセスログ等から従業者の利用状況を記録し、契約期間終了後、１年以上保管​

​していること。​

​　​​(7)​ ​本​​市​​が​​貸​​与​​す​​る​​文​​書​​及​​び​​電​​子​​媒​​体​​は、​​施​​錠​​で​​き​​る​​耐​​火​​金​​庫​​及​​び​​耐​​火​​キャ​​ビ​​ネッ​​ト​

​等にて保管すること。また、書類の持ち出し記録等を作成していること。​

​　​​(8)​ ​個​​人​​情​​報​​の​​取​​扱​​い​​に​​お​​い​​て​​使​​用​​す​​る​​電​​子​​計​​算​​機​​は、​​従​​業​​者​​が​​正​​当​​な​​ア​​ク​​セ​​ス​​権​​を​

​有する者であることをユーザID、パスワード、磁気・ICカード又は生体情報等のい​

​ずれかにより識別し、認証していること。​

​　​​(9)​ ​個​​人​​情​​報​​の​​取​​扱​​い​​に​​お​​い​​て​​使​​用​​す​​る​​電​​子​​計​​算​​機​​は、​​セ​​キュ​​リ​​ティ​​対​​策​​ソ​​フ​​ト​​ウェ​

​ア等（ウィルス対策ソフトウェア等）を導入していること。​

​　(10)業務にて作成した電子データを削除した場合は、削除した記録を作成しているこ​

​と。また、削除したことについて証明書等により確認できる措置を講ずること。​

​　(11)個人情報の取扱いにおいて使用する電子計算機等を廃棄する場合は、専用のデー​

​タ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を採用す​

​ること。​

​　(12)本市の許可なく第三者に委託しないこと。​

​2​



​６　事件・事故における報告連絡体制​

​　​​(1)​ ​従​​業​​者​​が​​取​​扱​​規​​程​​等​​に​​違​​反​​し​​て​​い​​る​​事​​実​​又​​は​​兆​​候​​を​​把​​握​​し​​た​​場​​合​​の​​管​​理​​者​​へ​​の​​報​

​告連絡体制を整備していること。​

​　​​(2)​ ​情​​報​​の​​漏​​え​​い、​​滅​​失​​又​​は​​毀​​損​​等​​事​​案​​の​​発​​生​​又​​は​​兆​​候​​を​​把​​握​​し​​た​​場​​合​​の​​従​​業​​者​​か​​ら​

​管理者等への報告連絡体制を整備していること。​

​　​​(3)​ ​情​​報​​の​​漏​​え​​い、​​滅​​失​​又​​は​​毀​​損​​等​​事​​案​​が​​発​​生​​し​​た​​際​​の​​本​​市​​及​​び​​関​​連​​団​​体​​へ​​の​​報​​告​​連​

​絡体制を整備していること。併せて、事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策​

​の検討並びに決定等に係る体制及び手順等を整備していること。​

​７　情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制​

​　　本市が貸与する文書、電子媒体及び左記書類等に基づき作成される電子データを持​

​ち運ぶ場合は、施錠した搬送容器を使用すること。また、暗号化、パスワードによる​

​保護、追跡可能な移送手段等により、破損、紛失、盗難等のないよう十分に配慮して​

​いること。​

​８　関係法令の遵守​

​　　個人情報の保護に係る関係法令を遵守するために、必要な体制を備えていること。​

​９　定期監査の実施​

​　　個人情報の管理の状況について、定期に、及び必要に応じ、随時に点検、内部監査​

​及び外部監査を実施すること。​

​１０　個人情報取扱状況報告書の提出​

​　　本市の求めに応じ、又は当該業務契約に基づき、各月の期間ごとの役務完了の書面​

​提出時において、本市が指定する様式にて個人情報取扱状況報告書を提出すること。​

​１１　情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ISMS」という。）又はプライバ​

​シーマーク等の規格認証​

​　　ISMS（国際標準規格ISO/IEC27001:2013、日本工業規格JISQ27001:2014）、プライ​

​バシーマーク（日本工業規格JISQ15001:2006）等の規格認証を受けていること。​
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​【様式１】​

​個人情報取扱安全管理基準適合申出書​
​年　　月　　日　　​

​（申請者）　　　　　　　　　　　　　　​

​貴市の個人情報取扱安全管理基準について下記のとおり適合していることを申し出ま​

​す。​

​記​

​●個人情報取扱安全管理基準及び確認事項​

​※　本申出書において各種資料のご提出をお願いしております。資料が提出できない場​

​合は、実地の監査、調査等の際などに当該書類の内容を確認いたします。​

​１　個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順の策定​

​　　貴社の策定した個人情報の取扱いに関する基本方針、規程及び取扱手順等をご記入​

​ください。併せて、当該規程をご提出ください。​

​　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​２　個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者の設置​

​　　個人情報の取扱いに関する総括保護管理者及び保護管理者を記載した書類をご提出​

​ください。上記１により提出した基本方針等に記載がある場合は提出不要です。な​

​お、付箋等で該当箇所をご教示願います。​

​３　従業者の指定、教育及び監督​

​　(1) 当該業務に従事する従業者を「従業者名簿」にてご提出ください。​

​　(2) 従業者の秘密保持に関する事項が明記されている書類をご提出ください。​

​　(3) 従業者を対象とした研修実施報告書等をご提出ください。​
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​４　管理区域の設定及び安全管理措置の実施​

​　　設定した管理区域の詳細についてご記入ください。□欄は管理区域に当該装置を設​

​置している場合、■とチェックしてください。また、個人情報を黒塗りにした各管理​

​区域の入退室記録を提出してください。​

​　・管理区域の名称​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　入退室の認証方法​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　入退室記録の保存期間​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　□　施錠装置　□　警報装置　□　監視装置　□　その他（　　　　　　　　）​

​　　　持込可能な電子媒体及び機器​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　・管理区域の名称​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　入退室の認証方法​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　入退室記録の保存期間​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　□　施錠装置　□　警報装置　□　監視装置　□　その他（　　　　　　　　）​

​　　　持込可能な電子媒体及び機器​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　・管理区域の名称​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　入退室の認証方法​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　入退室記録の保存期間​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　□　施錠装置　□　警報装置　□　監視装置　□　その他（　　　　　　　　）​

​　　　持込可能な電子媒体及び機器​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　・管理区域の名称​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　入退室の認証方法​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　入退室記録の保存期間​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　　□　施錠装置　□　警報装置　□　監視装置　□　その他（　　　　　　　　）​

​　　　持込可能な電子媒体及び機器​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​
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​５　セキュリティ強化のための管理策​

​　　セキュリティ強化の詳細についてご記入ください。貴社のセキュリティが各項目の​

​内容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。​

​　(1) 個人情報の取扱いに使用する電子計算機のセキュリティについて​

​　　□　他のネットワークと接続していない。​

​　　□　従業者にアクセス権限を設定している。​

​　　　　　従業者の利用記録の保存期間（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）​

​　　□　記録機能を有する機器の接続制御を実施している。​

​　　　　　接続制御の方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）​

​　　□　従業者の認証方法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）​

​　　□　セキュリティ対策ソフトウェア等を導入している。​

​　　　※個人情報を黒塗りにした従業者の利用記録を提出してください。​

​　(2) 文書、電子媒体の取扱いについて​

​　　□　取り扱うことができる従業者を定めている。​

​　　□　文書、電子媒体の持ち出しを記録している。​

​　　　　　当該記録の保存期間（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）​

​　　□　文書、電子媒体等について施錠できる耐火金庫等に保管している。​

​　　　※個人情報を黒塗りにした文書、電子媒体の持ち出し記録を提出してください。​

​　(3) 業務にて作成した電子データの取扱いについて​

​　　□　取り扱うことができる従業者を定めている。​

​　　□　電子データを保存する時は、暗号化又はパスワードを設定している。​

​　　□　電子データの利用状況について記録している。​

​　　□　作成した電子データの削除記録を作成している。​

​　　　※個人情報を黒塗りにした電子データの利用状況の記録及び削除記録を提出して​

​ください。​
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​６　事件・事故における報告連絡体制​

​　　個人情報取扱安全管理基準の「６　事件・事故における報告連絡体制」(1)から(3)​

​までの内容を満たしていることが分かる書類を提出してください。上記１にて提出し​

​た基本方針等に記載がある場合は提出不要です。なお、付箋等で該当箇所をご教示願​

​います。​

​７　情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制​

​　　情報資産を搬送及び持ち運ぶ際の保護体制についてご記入ください。貴社の保護体​

​制が各項目の内容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。なお、​

​その他の対策を実施している場合は、対策をご記入ください。​

​　　□　情報資産を持ち運ぶ場合は、施錠した搬送容器を使用している。​

​　　□　上記以外の盗難及び紛失対策を実施している。​

​　　　※対策を以下にご記入ください。​

​　　　　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​８　関係法令の遵守​

​　　個人情報の保護に係る関係法令を遵守するための体制及び取組等をご記入くださ​

​い。​

​　　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​９　定期監査の実施​

​　　貴社の内部監査及び外部監査の実施状況についてご記入ください。各監査の実施状​

​況が各項目の内容に合致している場合は、□欄を■とチェックしてください。また、​

​各監査の実施状況が分かる書類をご提出ください。なお、外部監査は情報セキュリ​

​ティマネジメントシステム等の認証を受ける際の審査を外部監査として取り扱っても​

​問題ございません。その場合は、各種申請の認証通知を監査の実施状況の書類といた​

​します。​

​　　□　内部監査を実施している。​

​　　□　外部監査を実施している。​
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​１０　情報セキュリティマネジメントシステム（以下「ＩＳＭＳ」という。）、プライ​

​バシーマーク等の認証等、貴社が取得しているセキュリティ関連の認証についてご記​

​入ください。​

​　　また、認証を受けたことが分かる書類をご提出願います。​

​　取得しているセキュリティ関連の認証（ＩＳＭＳ・プライバシーマーク等）​

​　　名称​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　認証年月日​​　　　　　　　　　　​​　　最終更新年月日​​　　　　　　　　　　　　　​

​　　名称​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　認証年月日​​　　　　　　　　　　​​　　最終更新年月日​​　　　　　　　　　　　　　​

​　　名称​​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　​

​　　認証年月日​​　　　　　　　　　　​​　　最終更新年月日​​　　　　　　　　　　　　　​
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​【様式５】​

​個人情報取扱状況報告書​

​年　　月　　日　　​

​　　札幌市長　　　　　　　　様​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会社名​

​　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　​

​個人情報取扱安全管理基準及び個人情報の取扱いに関する特記事項に基づき実施して​

​いる安全管理対策の実施状況について下記のとおり報告いたします。​

​記​

​受託業務名​

​受託期間​

​対象期間​

​安全管理対策の実施状況​

​１　当該業務において、標記の基準及び特記事項に従い、安全管理対策を適切に実​

​施しています。また、個人情報取扱安全管理基準適合申出書の提出時点からの変​

​更有無等について、以下のとおり報告いたします。​

​(1) 従業者の指定、教育及び監督（変更なし・変更あり）​

​　　​

​(2) 管理区域の設定及び安全管理措置の実施（変更なし・変更あり）​

​　　​

​(3) セキュリティ強化のための管理策（変更なし・変更あり）​

​　　​

​(4) 事件・事故における報告連絡体制（変更なし・変更あり）​

​　　〇（発生した場合）事件・事故の状況：​

​　　​

​(5) 情報資産の搬送及び持ち運ぶ際の保護体制（変更なし・変更あり）​

​　　〇（実績ある場合）概要：​

​(6) 関係法令の遵守（変更なし・変更あり）​

​　　​

​(7) 定期監査の実施（変更なし・変更あり）​

​　　​

​(8) その他個人情報取扱安全管理基準適合申出書からの変更（なし・あり）​

​　　​

​２　その他特記事項等​
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